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(57)【要約】
【課題】手袋着用下での静電容量式タッチパネルを使用
した表示器の操作が容易にできる静電容量式タッチパネ
ル操作用手袋を実現する。
【解決手段】　静電容量式の表示器を操作する静電容量
式タッチパネル操作用手袋において、指先のタッチパネ
ル操作面に設けられ所定面積を有する導電体をを具備し
たことを特徴とする静電容量式タッチパネル操作用手袋
である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静電容量式のタッチパネルを使用する表示器を操作する静電容量式タッチパネル操作用
手袋において、
　指先のタッチパネル操作面に設けられ所定面積を有する導電体を
　を具備したことを特徴とする静電容量式タッチパネル操作用手袋。
【請求項２】
　前記導電体は導電性を有する糸が使用されたこと
　を特徴とする請求項１記載の静電容量式タッチパネル操作用手袋。
【請求項３】
　前記導電体は導電性を有する塗料が使用されたこと
　を特徴とする請求項１記載の静電容量式タッチパネル操作用手袋。
【請求項４】
　前記導電体は導電性を有する樹脂が使用されたこと
　を特徴とする請求項１記載の静電容量式タッチパネル操作用手袋。
【請求項５】
　前記導電体は導電性を有する金属材が使用されたこと
　を特徴とする請求項１記載の静電容量式タッチパネル操作用手袋。
【請求項６】
　前記導電体は導電性を有するゴム材が使用されたこと
　を特徴とする請求項１記載の静電容量式タッチパネル操作用手袋。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手袋着用下での静電容量式タッチパネルを使用した表示器の操作が容易にで
きる静電容量式タッチパネル操作用手袋に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　静電容量式タッチパネル操作用手袋に関連する先行技術文献としては次のようなものが
ある。
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１１５３１９号公報
【０００４】
　図２は従来より一般に使用されている従来例の構成説明図で、（ａ）は正面図、（ｂ）
は裏面図である。
　図において、手袋１は多少伸び縮みする薄手で通気性のある素材（例えば、レース、シ
ルク等）からなり、装着する人の各指が入る親指部２、人さし指部３、中指部４、薬指部
５、小指部６を有する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　このような装置においては、以下の間題点がある。
　静電容量式タッチパネルを操作する際、その原理上、手袋をしていると操作できない。
【０００６】
　ところで、表示器の表示面をタッチパネルにより操作する場合、タッチパネルは主に、
（１）光学式、（２）静電容量式、（３）抵抗膜式の中から選択される。
【０００７】
　表示器外形寸法（正面視）を画面サイズに対して可能な限り小さくし、かつ手袋での操
作を必須条件とする表示器の開発にあたり、下記の問題点がある。
（１）光学式はその構造上画面サイズの周囲にセンサーを配置するため、外形寸法が画面
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サイズより大きくなる。
（２）静電容量式は手袋を着用しての操作はその動作原理から不可能である。
（３）抵抗膜式はその構造上、表面に抵抗膜ＦＩＬＭを配置するため、屋外や航空機で使
用される表示器に要求される、太陽光下での使用に対応するための低反射処理ＡＲコーテ
ィングが施せない。
【０００８】
　本発明の目的は、上記の課題を解決するもので、低反射処理を施したガラスを表面に配
置でき、手袋の使用を可能にするために、静電容量式のタッチパネルを採用した表示器で
の操作を可能にするための静電容量式タッチパネル操作用手袋を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　このような課題を達成するために、本発明では、請求項１の静電容量式タッチパネル操
作用手袋においては、
　静電容量式のタッチパネルを使用する表示器を操作する静電容量式タッチパネル操作用
手袋において、指先のタッチパネル操作面に設けられ所定面積を有する導電体を具備した
ことを特徴とする。
【００１０】
　本発明の請求項２の静電容量式タッチパネル操作用手袋においては、請求項１記載の静
電容量式タッチパネル操作用手袋において、
　前記導電体は導電性を有する糸が使用されたことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の請求項３の静電容量式タッチパネル操作用手袋においては、請求項１記載の静
電容量式タッチパネル操作用手袋において、
　前記導電体は導電性を有する塗料が使用されたことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の請求項４の静電容量式タッチパネル操作用手袋においては、請求項１記載の静
電容量式タッチパネル操作用手袋において、
　前記導電体は導電性を有する樹脂が使用されたことを特徴とする。
【００１３】
　本発明の請求項５の静電容量式タッチパネル操作用手袋においては、請求項１記載の静
電容量式タッチパネル操作用手袋において、
　前記導電体は導電性を有する金属材が使用されたことを特徴とする。
【００１４】
　本発明の請求項６の静電容量式タッチパネル操作用手袋においては、請求項１記載の静
電容量式タッチパネル操作用手袋において、
　前記導電体は導電性を有するゴム材が使用されたことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明の請求項１によれば、次のような効果がある。
　作業機械・航空機・車両等で必要とされる、手袋着用下での静電容量式タッチパネルを
使用した表示器の操作が容易にできる静電容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００１６】
　本発明の請求項２によれば、次のような効果がある。
　導電体は導電性を有する糸が使用されたので、容易に手袋に縫い込むことができる静電
容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００１７】
　本発明の請求項３によれば、次のような効果がある。
　導電体は導電性を有する塗料が使用されたので、容易に導電体の面積を自由に変えるこ
とができる静電容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００１８】
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　本発明の請求項４によれば、次のような効果がある。
　導電体は導電性を有する樹脂が使用されたので、樹脂は成型し易く、製作の容易な静電
容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００１９】
　本発明の請求項５によれば、次のような効果がある。
　導電体は導電性を有する金属材が使用されたので、金属材は入手し易く、安価な静電容
量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００２０】
　本発明の請求項６によれば、次のような効果がある。
　導電体は導電性を有するゴム材が使用されたので、ゴム材は成型し易く、製作が容易で
安価な静電容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下本発明を図面を用いて詳細に説明する。
　図１は本発明の一実施例の要部構成説明図で、（ａ）は正面図、（ｂ）は裏面図である
。
　図において、図２と同一記号の構成は同一機能を表す。
　以下、図２との相違部分のみ説明する。
【００２２】
　図１において、導電体１１は、手袋１２の指先１３，１４，１５，１６，１７のタッチ
パネル操作面に設けられ所定面積を有する。
　この場合は、導電体１１は導電性を有する糸が使用されている。
　具体的には、導通のある物としては、日本蚕毛染色株式会社製ＴＨＵＮＤＥＲＯＮ　１
００Ｄ／２Ｘ３の糸が使用され、指先のタッチパネル操作に必要な範囲に縫い付けられて
いる。
【００２３】
　この結果、屋外や航空機で必要とされる、手袋着用下での静電容量式タッチパネルを使
用した表示器の操作が容易にできる静電容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００２４】
　導電体１１は導電性を有する糸が使用されたので、容易に手袋１２に縫い込むことがで
きる静電容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００２５】
　なお、前述の実施例においては、導電体１１に付いて、導電性を有する糸が使用された
と説明したが、これに限ることはなく、例えば、導通が得られる塗料のようなものを塗布
することや、同じく導通の得られる樹脂を貼り付けること、操作面が傷に対する強度があ
れば金属類（網や薄板など）や導電性を有するゴム材が使用されても良く、要するに、導
電体１１であれば良い。
【００２６】
　導電体１１は導電性を有する塗料が使用されれば、容易に導電体１１の面積を自由に変
えることができる静電容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００２７】
　導電体１１は導電性を有する樹脂が使用されれば、樹脂は成型し易く、製作の容易な静
電容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００２８】
　導電体１１は導電性を有する金属材が使用されれば、金属材は入手し易く、安価な静電
容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
【００２９】
　導電体１１は導電性を有するゴム材が使用されれば、ゴム材は成型し易く、製作が容易
で安価な静電容量式タッチパネル操作用手袋が得られる。
　なお、所定面積には、手袋全体を含む場合が含まれる。
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【００３０】
　なお、以上の説明は、本発明の説明および例示を目的として特定の好適な実施例を示し
たに過ぎない。
　したがって本発明は、上記実施例に限定されることなく、その本質から逸脱しない範囲
で更に多くの変更、変形をも含むものである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の一実施例の要部構成説明図である。
【図２】従来より一般に使用されている従来例の構成説明図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１　　　手袋
　２　　　親指部
　３　　　人さし指部
　４　　　中指部
　５　　　薬指部
　６　　　小指部
　１１　　導電体
　１２　　手袋
　１３　　親指部
　１４　　人さし指部
　１５　　中指部
　１６　　薬指部
　１７　　小指部

【図１】 【図２】
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